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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって：
　ハウジングと；
　前記ハウジング内に配置される１つ以上の電気コンポーネントであって、動作中に熱を
発生する１つ以上の電気コンポーネントと；
　前記ハウジング上に配置されるスペクトル選択放射線放出デバイスであって、遠赤外線
放射性物質及び視覚的に透過性物質を含み、当該装置の動作中に、
　　前記１つ以上の電気コンポーネントによって熱されると、遠赤外線スペクトルに対応
する電磁エネルギーの１つ以上の波長で放射線を放出し、
　　近赤外線スペクトルに対応する電磁エネルギーの１つ以上の他の波長で放射線を反射
し、
　　可視スペクトルに対応する電磁エネルギーの１つ以上の他の波長を反射する、
　スペクトル選択放射線放出デバイスと；
　を備え、前記スペクトル選択放射線放出デバイスは、前記ハウジングの外面及び前記ハ
ウジング内に配置されるディスプレイ上に配置される、装置。
【請求項２】
　前記スペクトル選択放射線放出デバイスは、前記ハウジングに固定されるファブリック
又は前記ハウジングに塗布されるペイントを含む、
　請求項１に記載の装置。
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【請求項３】
　近似動作温度は、摂氏３０度と５０度との間である、
　請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記ハウジングの表面温度は、前記１つ以上のコンピューティングコンポーネントの動
作中の前記スペクトル選択放射線放出デバイスの表面温度よりも高い、
　請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記スペクトル選択放射線放出デバイスは、前記１つ以上の波長で前記放出された放射
線に対して透過性の物質の外層を含む、
　請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　コンピューティングデバイスであって：
　ユーザの１つ以上の手によって保持されることに適したハンドヘルドのフォームファク
タに従って形成されるハウジングと；
　前記ハウジング内に配置される１つ以上のコンピューティングデバイスコンポーネント
であって、近似動作温度で熱を発生して１つ以上のコンピューティングデバイス動作を実
行する１つ以上のコンピューティングデバイスコンポーネントと；
　前記ハウジング上に配置され、遠赤外線放射性物質及び遠赤外線透過性物質を含み、前
記近似動作温度のときに、電磁エネルギーの１つ以上の波長で放射線を放出し、これによ
り当該コンピューティングデバイスの動作中に前記１つ以上のコンピューティングデバイ
スコンポーネントを冷却する、スペクトル選択放射線放出デバイスであって、前記電磁エ
ネルギーの１つ以上の波長は遠赤外線スペクトルに対応し、前記スペクトル選択放射線放
出デバイスは、近赤外線スペクトル及び可視スペクトルに対応する電磁エネルギーの１つ
以上の他の波長を反射する、スペクトル選択放射線放出デバイスと；
　を備え、前記スペクトル選択放射線放出デバイスは、前記ハウジングの外面及び前記ハ
ウジング内に配置されるディスプレイ上に配置される、コンピューティングデバイス。
【請求項７】
　ハウジングがユーザの１つ以上の手によって保持されることに適するように、スペクト
ル選択放射線放出デバイスをコンピューティングデバイスのハウジングに固定するステッ
プであって、前記スペクトル選択放射線放出デバイスは、遠赤外線放射性物質及び遠赤外
線透過性物質を含み、前記スペクトル選択放射線放出デバイスは、前記ハウジングの外面
及び前記ハウジング内に配置されるディスプレイ上に配置されるステップと；
　前記ハウジング内に１つ以上のコンピューティングデバイスコンポーネントを配置する
ステップであって、前記１つ以上のコンピューティングデバイスコンポーネントが動作中
に近似動作温度で熱を発生し、これにより前記スペクトル選択放射線放出デバイスに電磁
エネルギーの１つ以上の波長で放射線を放出させることにより前記ハウジングを冷却し、
電磁エネルギーの１つ以上の他の波長の放射線を反射し、前記電磁エネルギーの１つ以上
の他の波長は近赤外線スペクトル及び可視スペクトルに対応し、放出される前記電磁エネ
ルギーの１つ以上の波長は遠赤外線スペクトルに対応する、ステップと；
　を備える、方法。
【請求項８】
　前記スペクトル選択放射線放出デバイスを前記コンピューティングデバイスのハウジン
グに固定するステップは、前記コンピューティングデバイスのハウジングにコーティング
することを含む、
　請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　タブレットやモバイルフォンのようなモバイルコンピューティングデバイスは、典型的
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に、ユーザの１つ以上の手によって保持されるように設計されるフォームファクタで構成
される。動作中に熱が生じると、これらのデバイスは、ユーザにやけどをさせないよう、
そしてデバイスの内部コンポーネントを害さないように、動作中の安全な温度限度以下に
留まるようにも設計されている。
【０００２】
　例えばデバイスが安全な温度限度に到達すると、デバイスによる電力消費を減らし、デ
バイスによって発生される熱量も減らすことがある。しかしながら、これは、デバイスの
パフォーマンスに対して不都合な影響を有し、例えばユーザに利用可能にされる演算機能
が低減される。したがって、コンピューティングデバイスのハンドヘルドの性質に起因し
て定義される安全な温度限度、並びにハンドヘルドではない他のデバイスについての（デ
バイスの内部コンポーネントを保護するような）安全な温度限度は、ユーザに利用可能に
されるデバイスの機能に対して影響を有することがある。
【発明の概要】
【０００３】
　スペクトル選択放射線放出（spectrally　selective　radiation　emission）デバイス
を有するコンピューティングデバイスを説明する。１つ以上の実装において、装置は、ハ
ウジングと、ハウジング内に配置される１つ以上の電気コンポーネントと、スペクトル選
択放射線放出デバイスを含む。１つ以上の電気コンポーネントは、動作中に熱を発生する
ように構成される。スペクトル選択放射線放出デバイスは、ハウジング上に配置され、１
つ以上の電気コンポーネントによって熱されると、電磁エネルギーの１つ以上の波長で放
射線を放出し、電磁エネルギーの１つ以上の他の波長で放射線を反射するように構成され
る。
【０００４】
　１つ以上の実装において、コンピューティングデバイスは、ユーザの１つ以上の手によ
って保持されるのに適したハンドヘルドのフォームファクタに従って構成されるハウジン
グと、ハウジング内に配置される１つ以上のコンピューティングデバイスコンポーネント
と、スペクトル選択放射線放出デバイスを含む。１つ以上のコンピューティングデバイス
コンポーネントは、近似動作温度（approximate　operating　temperature）で熱を発生
し、１つ以上のコンピューティングデバイス動作を実行するように構成される。スペクト
ル選択放射線放出デバイスは、ハウジング上に配置され、近似動作温度のときに、電磁エ
ネルギーの１つ以上の波長で放射線を放出し、これにより１つ以上のコンピューティング
デバイスコンポーネントを冷却するように構成される。
【０００５】
　１つ以上の実装では、スペクトル選択放射線放出デバイスが、ユーザの１つ以上の手に
よって保持されるように構成されるコンピューティングデバイスのハウジングに固定され
る。近似動作温度で熱を発生するように構成される１つ以上のコンピューティングデバイ
スコンポーネントは、ハウジング内に配置され、これによりスペクトル選択放射線放出デ
バイスに、電磁エネルギーの１つ以上の波長で放射線を放出させて、これによりハウジン
グを冷却し、電磁エネルギーの１つ以上の他の波長の放射線を反射させる。
【０００６】
　この「発明の概要」における記載は、以下で「発明を実施するための形態」において更
に説明される概念の選択を簡略化した形で紹介するために提供される。この「発明の概要
」における記載は、特許請求に係る主題の主要な特徴又は本質的特徴を特定するようには
意図されておらず、また特許請求に係る主題の範囲を限定するのに使用されるようにも意
図されていない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　詳細な説明は、添付の図面との関連で説明される。図面において、参照番号の最も左の
桁は、その参照番号が最初に現れる図面を特定する。説明及び図面内の異なる例における
同じ参照番号の使用は、同様又は同じアイテムを示すことがある。図面内に表されるエン
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ティティは、１つ以上のエンティティを表してもよく、したがって、説明において、単数
形のエンティティと複数形のエンティティの参照を交換可能に行うことがある。
【０００８】
【図１】本明細書で説明されるスペクトル選択放射線放出技術を用いるように動作可能な
例示の実装の環境の図である。
【０００９】
【図２】図１のスペクトル選択放射線放出デバイスの動作をより詳細に示す、例示の実装
のシステムを示す図である。
【００１０】
【図３】スペクトル選択放射線放出デバイスの使用と、その後のスペクトル選択放射線放
出デバイスの除去の効果を、温度に対して示すグラフである。
【００１１】
【図４】図２のスペクトル選択放射線放出デバイスの放出及び反射が太陽光に対処するよ
うに構成される、例示の実装のシステムを示す図である。
【００１２】
【図５】ディスプレイデバイスの一部として、及びコンピューティングデバイスのハウジ
ングの一部としての図１のスペクトル選択放射線放出デバイスの実装例を示す図である。
【図６】ディスプレイデバイスの一部として、及びコンピューティングデバイスのハウジ
ングの一部としての図１のスペクトル選択放射線放出デバイスの実装例を示す図である。
【図７】ディスプレイデバイスの一部として、及びコンピューティングデバイスのハウジ
ングの一部としての図１のスペクトル選択放射線放出デバイスの実装例を示す図である。
【００１３】
【図８】スペクトル選択放射線放出デバイスをコンピューティングデバイスの一部として
組み立てる、例示の実装の手順を示すフロー図である。
【００１４】
【図９】本明細書で説明される技術の実施形態を実装するために、図１～図８に関連して
説明されるような任意のタイプのコンピューティングデバイスとして実装され得る例示の
デバイスの様々なコンポーネントを含む、例示のシステムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　概要
　温度限度は、モバイルコンピューティングデバイス等のデバイスにより、これらのデバ
イスのユーザを危害から保護し、高い内部温度によって生じるダメージからデバイスの内
部コンポーネントを保護すること等に用いられ得る。しかしながら、従来の技術は典型的
に、電力消費の低下を用いて、デバイスによって発生する熱量を減らす。このような電力
消費の低下は、デバイスのユーザに利用可能にされる機能の量に対し、対応する影響を有
する。
【００１６】
　スペクトル選択放射線放出デバイスを説明する。熱は、コンピューティングデバイスか
ら、対流（convection）、伝導（conduction）及び放射（radiation）によって伝えられ
得る。スペクトル選択放射線放出デバイスを用いることによって、コンピューティングデ
バイスは、太陽光等の他のソースからの外部放射線は依然として反射しつつ、該コンピュ
ーティングデバイスのコンポーネント（例えばプロセッサ、ディスプレイデバイス、電源
等）の動作温度で放射線を放出するように構成され得る。このようにして、スペクトルの
選択性を用いて、これらの外部ソースによって熱されることからコンピューティングデバ
イスを保護することができる。
【００１７】
　例えばスペクトル選択放射線放出デバイスは、タブレット、ワイヤレスフォン等といっ
たモバイルコンピューティングデバイスのハウジングに塗布されるペイント、ファブリッ
ク等として構成され得る。スペクトル選択放射線放出デバイスは、伝導及び対流に対する
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絶縁体として機能し得るが、スペクトル選択放射線放出デバイスは、コンピューティング
デバイスの動作温度まで熱されると、放射線を放出するようにも構成され得る。この放出
は、したがって、絶縁体効果に反作用し、その効果に打ち勝つことさえあるので、これに
よりデバイスの外面を冷却することができる。このようにして、ファブリック（又はペイ
ント）が外面として採用されてよく、また更に、デバイスの冷却、例えばそうでない場合
よりも摂氏５度ほどデバイスの冷却を促進することもできる。これら及び他の技術の更な
る議論は、以下のセクションに関連して見られる。
【００１８】
　以下の議論では、最初に、本明細書で説明される技術を用いることができる例示の環境
を説明する。次いで、例示の環境及び他の環境で実施され得る例示の手順を説明する。し
たがって、例示の手順の実施は例示の環境に限定されず、例示の環境は、例示の手順プの
実施に限定されない。
【００１９】
　例示の環境
　図１は、本明細書で説明される技術を用いるよう動作可能な例示の実装の環境１００の
図である。図示される環境１００は、様々な方法で構成され得るコンピューティングデバ
イス１０２を含む。
【００２０】
　コンピューティングデバイス１０２は、例えば（例えば金属、プラスチック、合成物又
は他の材料から形成される）ハウジング１０４を有するように図示されるモバイルコンピ
ューティングデバイスとして構成され得る。ハウジング１０４は、図示されるようなタブ
レットコンピュータ、モバイルフォン、ポータブルゲーム又は音楽デバイス等のように、
ハンドヘルドのフォームファクタに従って構成される。したがって、ハウジング１０４は
、モバイル設定でインタラクションをサポートするよう、例えば図示されるように保持し
てユーザインタフェースと対話するように、ユーザの１つ以上の手１０６、１０８によっ
て把持され得る。
【００２１】
　コンピューティングデバイス１０２は、デスクトップコンピュータ、エンターテイメン
ト機器、ディスプレイデバイスに通信可能に結合されるセットトップボックス、ゲームコ
ンソール、１つ以上のサーバ等のように、様々な他の方法で構成されてもよい。したがっ
て、コンピューティングデバイス１０２は、十分なメモリとプロセッサリースを有するフ
ルリソースデバイス（例えばパーソナルコンピュータ、ゲームコンソール）から、限られ
たメモリ及び／又は処理リソースの低リソースデバイス（例えば従来型のセットトップボ
ックス、ハンドヘルドゲームコンソール）に及ぶことがある。コンピューティングデバイ
ス１０２の構成の更なる議論は図９に関連して見られる。
【００２２】
　コンピューティングデバイス１０２は、ハウジング１０４内に配置されるコンピューテ
ィングデバイスコンポーネント１１０を含むように図示されている。コンピューティング
デバイスコンポーネント１１０の例は処理システム１１２及びメモリ１１４を含む。処理
システム１１２及びメモリ１１４は、それぞれ、オペレーティングシステム１１６を実行
し、処理システム１１２によって実行可能なアプリケーション１１８を格納するように図
示されている。コンピューティングデバイスコンポーネント１１０は、（例えば有線及び
／又は無線通信をサポートする）ネットワークデバイス１２０、ディスプレイデバイス１
２４のタッチスクリーン機能をサポートするような入出力デバイス１２２等も含む。
【００２３】
　動作中に、コンピューティングデバイスコンポーネント１１０は熱を発生することがあ
る。以前に説明したように、この熱は、コンピューティングデバイス１０２のユーザに利
用可能にされる機能の量を含め、コンピューティングデバイス１０２の動作に影響を与え
得る。加えて、熱の発生は、デバイスのコンポーネント間の限られた空気の流れをサポー
トするモバイルコンピューティングデバイスによって用いられるもののように、特定のフ
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ォームファクタについて悪化することがある。
【００２４】
　そこで、図示されるコンピューティングデバイス１０２は、スペクトル選択放射線放出
デバイス１２６を含む。スペクトル選択放射線放出デバイス１２６は、コンピューティン
グデバイスコンポーネント１１０によって生じた熱を、コンピューティングデバイス１０
２から除去するのに使用され得る放射線（radiation）を放出するように構成される。こ
のようにして、ハウジング１０４の内部空間及びその中に配置されるコンピューティング
デバイスコンポーネント１１０を冷却することができ、これによりコンピューティングデ
バイス１０２が、ユーザに所望のとおりの完全な機能性を提供することを可能にすること
ができる。その更なる議論は、以下の図面に関連して見られる。
【００２５】
　この例では、コンピューティングデバイス１０２及びコンピューティングデバイスコン
ポーネント１１０が説明されているが、これらの技術は、動作中に熱を発生する電気コン
ポーネント又は他のコンポーネントを有する任意の装置に適用可能である。これにはディ
スプレイデバイス、周辺デバイス、充電デバイス、電源等のような電子デバイスが含まれ
得る。
【００２６】
　図２は、図１のスペクトル選択放射線放出デバイス１２６の動作をより詳細に示す、例
示の実装のシステム２００を図示している。以前に説明したように、コンピューティング
デバイスコンポーネント１１０は、動作中に熱を発生し得る。したがって、コンピューテ
ィングデバイスコンポーネント１１０は、コンポーネントの完全な機能をサポートする、
対応する動作温度を有するように構成され得る。しかしながら、この熱が、（例えばIEC6
0950を通じて）コンピューティングデバイス１０２のユーザにとって、あるいはコンピュ
ーティングデバイスコンポーネント１１０自体にとっても、安全でないと考えられる温度
にコンピューティングデバイス１０２を到達させるような複雑な事態を招くことがある。
【００２７】
　スペクトル選択放射線放出デバイス１２６は、したがって、コンピューティングデバイ
スコンポーネント１１０に関連付けられる動作温度のときに、電磁波波長２０２を放出す
るように構成され得る。このため、コンピューティングデバイスコンポーネント１１０が
動作温度に到達すると、対応する熱が、スペクトル選択放射線放出デバイス１２６に（例
えば１つ以上の波長範囲をカバーする）特定の電磁波波長２０２を放出させ、したがって
、コンピューティングデバイス１０２から熱を除去させることができる。これは、コンピ
ューティングデバイス１０２のハウジング１０４内に配置されるコンピューティングデバ
イスコンポーネント１１０の対応する冷却を引き起こすことができる。
【００２８】
　特定の波長での放出をサポートする構成の副次的効果は、デバイスが、これらの特定の
波長でエネルギーを吸収するようにも構成されることである。したがって、スペクトル選
択放射線放出デバイス１２６は、コンピューティングデバイスコンポーネント１１０の動
作温度で引き起こされる電磁波波長２０２の放出を許可するが、他の電磁波波長２０４は
反射するように、選択的であるよう構成される。
【００２９】
　このようにして、コンピューティングデバイス１０２は、別の方法では外部ソースから
のこれらの他の波長によって生じていたであろう熱から保護され、放出された電磁波波長
によって実施される冷却を引き続きサポートすることができる。したがって、スペクトル
選択放射線放出デバイス１２６は、電磁放射線の全ての波長が反射されるアプローチ（例
えば銀陽極酸化アルミニウム）、あるいは電磁放射線の全ての波長が吸収されるアプロー
チ（例えばブラックプラスチック）についての従来の限界を克服することができる。太陽
光又は他の外部ソースに対処するための波長の選択性についての構成の例の更なる議論は
、図４に関連して見られることがある。
【００３０】
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　スペクトル選択放射線放出デバイス１２６は、放出機能がないときはコンピューティン
グデバイス１０２に利用可能でない、様々な機能をサポートするようにも構成され得る。
例えばスペクトル選択放射線放出デバイス１２６は、コーティング（例えばペイント）の
ように、あるいは図１のコンピューティングデバイス１０２のハウジング１０４に対して
固定されるファブリックでもよいが、様々な方法で構成され得る。従来的にペイント及び
ファブリックの使用は、デバイスからの熱の伝導に関連する絶縁体として機能することが
可能である。例えばファブリックの使用は、デバイスへの熱を捕捉するブランケットとし
て機能し得る。しかしながら、電磁波波長２０２の放出を通して、この影響が無効にされ
るか、負けることさえある。この更なる議論は、以下のように説明され、対応する図面で
図示される。
【００３１】
　図３は、スペクトル選択放射線放出デバイス１２６の使用と、その後のスペクトル選択
放射線放出デバイス１２６の除去影響を示すグラフ３００を図示している。グラフ３００
は、温度を摂氏単位で定義するX軸と、時間を分単位で定義するY軸を含む。
【００３２】
　この例では、コンピューティングデバイスを表すようアルミニウムブロックが使用され
、薄いポリウレタンのファブリックに包まれて、コンピューティングデバイスコンポーネ
ント１１０の動作温度をシミュレートするように全体が均一に温められている。第１のプ
ロット３０２は経時的にブロックの表面での温度を定義し、第２のプロット３０４は、経
時的にファブリックの表面での温度を定義する。
【００３３】
　ブロックは、約６０～１４０秒の時間期間で示されるように、２．２５Ｗの熱入力を使
用することにより、外面（すなわち、プロット３０４のファブリック面）上で、約摂氏３
２度で定常状態に到達することを許容された。ブロックのアルミニウム面は、以前に説明
したように、プロット３０２によって示されるように、ファブリックの絶縁効果に起因し
て、わずかに暖かくなるだけである。
【００３４】
　次に、ファブリックが約１４０分で取り除かれた。ファブリックが取り除かれた後、ア
ルミニウム面の温度は、プロット３０２によって示されるように、約摂氏４～５度だけ上
昇した。したがって、ファブリックが、アルミニウムの伝導性を絶縁するとしても、摂氏
３２度の範囲の黒体（blackbody）の優れたラジエータである表面も提供し、したがって
、ブロックが、放射を介して相当な熱を逃がすことを可能にする。放射線伝熱におけるこ
の増加では、対流により２．２５Ｗ未満（less　of　2.25W）が失われ、したがって、表
面温度は、アルミニウムブロックの温度も同様に低下する温度まで低下する。２００分で
は、ヒーターへの電力をシャットダウンし、１４０分で明らかであるように、ファブリッ
クの温度は、ブロックによってもはや熱されていないように室温に戻る。
【００３５】
　したがって、この例では、スペクトル選択放射線放出デバイス１２６による放射線の放
出は、デバイスの伝導及び対流の絶縁効果に打ち勝ち、したがって、この放射線の放出を
使用して、デバイスの露出面とは反対にデバイスを冷却することができる。以前に説明し
たように、これは、所望の手触りを提供するようにコンピューティングデバイス１０２の
ハウジング１０４へのファブリックを固定することを許容するが、それでもなお、コンピ
ューティングデバイス１０２の冷却も許容するように、様々な機能をサポートすることが
できる。さらに、図示されるように、スペクトル選択放射線放出デバイス１２６の外面は
、ハウジング１０４においてより低いことがあり、したがって、例えばハウジング１０４
を保持しているユーザの手１０６において、デバイスのユーザに届く熱量を更に減らすこ
とができる。スペクトル選択放射線放出デバイス１２６のスペクトルの選択性は、所望の
機能を提供するよう様々な異なる波長で構成されてよく、その更なる議論は、以下で説明
され、対応する図面に図示される。
【００３６】
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　図４は、スペクトル選択放射線放出デバイス１２６の放出及び反射が太陽光４０２に対
処するように構成される、例示の実装のシステム４００を図示している。この例では、ス
ペクトル選択放射線放出デバイス１２６は、例えばコンピューティングデバイスの表面４
０４（例えば図１のハウジング１０４、ディスプレイデバイス１２４等）に固定される。
例えばペイントとして塗布されるか、熱又は接着剤の使用を通してファブリックを固定す
る。
【００３７】
　太陽光４０２は、電磁スペクトルにわたって様々な異なる波長を含み、その大部分は赤
外線スペクトルに含まれる。例えば近赤外線波長及び中赤外線波長４０６（例えば近赤外
線では約０．７５～２．５マイクロメータ、中赤外線では約３～８マイクロメートル）は
、太陽光４０２からコンピューティングデバイス１０２によって受け取られる太陽エネル
ギーの多くの部分、例えば３７パーセント超を含み得る。遠赤外線波長（例えば１４マイ
クロメートルから１ミリメートル）は、太陽光４０２からコンピューティングデバイス１
０２によって受け取られる太陽エネルギーの１１パーセントを含み得る。このほとんどが
大気によって吸収されるが、スペクトル選択放射線放出デバイス１２６のために、これら
の波長でより良好に放出／吸収する物質を選択することを可能にし、したがってデバイス
が放射線により熱を逃がすことを可能にする。
【００３８】
　この例では、スペクトル選択放射線放出デバイス１２６は、このことを考慮するように
構成される。図示されるように、スペクトル選択放射線放出デバイス１２６は、コンピュ
ーティングデバイスコンポーネント１１０が定常状態の動作温度、例えば約摂氏５０度に
到達したときは、遠赤外線波長で放射線を放出するように構成され得る。加えて、スペク
トル選択放射線放出デバイス１２６は、太陽光４０２の近赤外線及び中赤外線波長４０６
を反射するように構成され得る。
【００３９】
　したがって、スペクトル選択放射線放出デバイス１２６は、放出のために（例えば約１
０ｋｎｍ）遠赤外線波長４０８を使用してコンピューティングデバイスを冷却し、更に太
陽光４０２からの近赤外線波長４０６によって生じる熱に耐えるように機能し得る。スペ
クトル選択放射線放出デバイス１２６は、例えば色の選択をサポートするよう、１つ以上
の可視波長４１０を反射するようにも構成され得る。このようにして、スペクトル選択放
射線放出デバイス１２６は、コンピューティングデバイス１０２が遭遇する電磁スペクト
ルの他の部分と比べて、エネルギー量を低減した波長を使用して放出及び吸収するように
構成することにより、放射を許可し、更には潜在的な吸収を低減させることができる。
【００４０】
　近赤外線波長及び遠赤外線波長を例として説明したが、他の範囲の電磁放射線も考慮さ
れる。これは、１．４～３マイクロメートルの短い波長の赤外線、約３～８マイクロメー
トルの中程度の波長の赤外線、約８～１５マイクロメートルの長い波長の赤外線、並びに
他の範囲の可視光又は非可視（例えばＵＶ）光を許可又は制限するスペクトル選択放射線
放出デバイス１２６の構成を含み得る。スペクトル選択放射線放出デバイス１２６は、コ
ンピューティングデバイス１０２の様々な外面の一部として配置されるように構成されて
よく、その例は、以下で説明され、対応する図面に図示される。
【００４１】
　図５～図７は、ディスプレイデバイス１２４の一部として、及びコンピューティングデ
バイス１０２のハウジング１０４の一部としてのスペクトル選択放射線放出デバイス１２
６の実装の例５００、６００、７００を図示している。図５の例５００では、スペクトル
選択放射線放出デバイス１２６は、図１のディスプレイデバイス１２４のディスプレイ層
５０２、例えばデバイスの透明な基板上に配置される。スペクトル選択放射線放出デバイ
ス１２６は、遠赤外線放射性及び視認可能な透過性物質（far　IR　emissive　and　visi
bly　transparent　material）５０４から形成される層を含み、上述したように放射線を
放出し、更にディスプレイデバイス１２４の出力を見ることを許容し得る。遠赤外線及び
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視認可能な透過性物質（far　IR　and　visibly　transparent　material）５０６が、遠
赤外線放射性及び視認可能な透過性物質５０４の上の層として、その層を保護するように
形成される。したがって、この例では、ディスプレイデバイス１２４の電子コンポーネン
トによって発生される熱は、スペクトル選択放射線放出デバイス１２６を使用して放出さ
れ得る。
【００４２】
　図６の例６００では、遠赤外線物質の透過性物質（far　IR　material　transparent　
material）６０２が、遠赤外線放射性物質６０４の上の層として形成される。加えて、プ
リント基板（ＰＣＢ）及びコンピューティングデバイスコンポーネント６０６が、スペク
トル選択放射線放出デバイス１２６へ熱を伝達する熱スプレッダ６０８によって接触され
る。例えば熱スプレッダ６０８は、コンピューティングデバイス１０２のハウジング１０
４の一部として組み込まれてよい。このようにして、スペクトル選択放射線放出デバイス
１２６は、遠赤外放射線が通過することを許容しつつ、ユーザを熱から遮断するように構
成され得る。
【００４３】
　図７の例７００では、再びＰＣＢ及びコンピューティングデバイスコンポーネント６０
６が図示されている。この例では、遠赤外線放射性の熱スプレッダ７０２が、エアギャッ
プ７０４によって、例えば所望の色を提供するように視認可能に反射する遠赤外線透過性
物質７０６から分離されている。これは、高温の電子コンポーネントがその周囲へ放射さ
れ、ユーザにやけどをさせることなく放射線による熱損失を最大にするよう、高温で動作
することを許容する。
【００４４】
　以前に説明したように、様々な異なる物質を使用して、例えばペイント、ファブリック
等として塗布するよう、スペクトル選択放射線放出デバイス１２６を形成することができ
る。例えばスペクトル選択コーティングは、直径が４ミクロン未満の埋め込み型アルミニ
ウム球を有するポリエステルウレタン物質、酸化ニッケル・ナノ複合コーティングを有す
る多層カーボンナノチューブ等のようなフレキシブルな基板に塗布され得る。その精神及
び範囲から逸脱することなく、様々な他の例も考えられる。
【００４５】
　例示の手順
　以下の議論では、上述したシステム及びデバイスを使用して実装され得るスペクトル選
択放射線放出技術を説明する。手順の各々の態様は、ハードウェア、ファームウェア又は
ソフトウェア又はその組合せで実装され得る。これらの手順は、１つ以上のデバイスによ
って実行される動作を特定するブロックのセットとして図示されているが、必ずしも、そ
れぞれのブロックにより動作を実行するように図示される順序に限定されない。以下の議
論の一部では、図１～７を参照することにする。
【００４６】
　図８は、コンピューティングデバイスがスペクトル選択放射線放出技術をサポートする
ように構成される例示の実装の手順を示す。スペクトル選択放射線放出デバイスは、ユー
ザの１つ以上の手によって保持されるように構成されるコンピューティングデバイスのハ
ウジングに固定される（ブロック８０２）。これは、コーティングとしての塗布、伝熱、
接着剤の使用を通してファブリックを固定すること等のように、様々な方法で行われ得る
。
【００４７】
　動作中に近似動作温度（approximate　operating　temperature）で熱を発生するよう
に構成される１つ以上のコンピューティングデバイスコンポーネントを、ハウジング内に
配置し、これにより、スペクトル選択放射線放出デバイスに、電磁エネルギーの１つ以上
の波長で放射線を放出させて、ハウジングを冷却し、そして電磁エネルギーの１つ以上の
他の波長で放射線を反射するように構成される（ブロック８０４）。コンピューティング
デバイスコンポーネント１１０は、電源、処理システム１１２、ディスプレイデバイス１
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２４又は熱を発生するように構成される任意の他のコンポーネントのような、様々な方法
で構成され得る。
【００４８】
　例示のシステム及びデバイス
　図９は、全体的に９００として例示のシステムを図示している。このシステムは、本明
細書で説明される様々な技術を実装することができる１つ以上のコンピューティングシス
テム及び／又はデバイスを表す、例示のコンピューティングデバイス９０２を含む。これ
は、スペクトル選択放射線放出デバイス１２６の包含を通して例示される。コンピューテ
ィングデバイス９０２は、例えばサービスプロバイダのサーバ、クライアント（例えばク
ライアントデバイス）に関連付けられるデバイス、オンチップシステム及び／又は任意の
他の適切なコンピューティングデバイス又はコンピューティングシステムであってよい。
【００４９】
　図示されるように、例示のコンピューティングデバイス９０２は、処理システム９０４
と、１つ以上のコンピュータ読取可能媒体９０６と、１つ以上のＩ／Ｏインタフェース９
０８を含み、これは相互に通信可能に接続される。図示されていないが、コンピューティ
ングデバイス９０２は更に、様々なコンポーネントを相互に結合するシステムバス、ある
いは他のデータ及びコマンド転送システムを含んでもよい。システムバスは、メモリバス
若しくはメモリコントローラ、周辺バス、ユニバーサルシリアルバス及び／又は様々なバ
スアーキテクチャのいずれかを使用するプロセッサ若しくはローカルバスのような、異な
るバス構造のうちのいずれか１つ又は組合せを含むことができる。コントロール及びデー
タ回線のような様々な他の例も考えられる。
【００５０】
　処理システム９０４は、ハードウェアを使用して１つ以上の動作を実行する機能性を表
す。したがって、処理システム９０４は、プロセッサ、機能ブロック等として構成され得
るハードウェア要素９１０を含むように図示されている。これは、特定用途向け集積回路
又は１つ以上の半導体を使用して形成される他の論理デバイスとして、ハードウェアの実
装を含むことがある。ハードウェア要素９１０は、これらが形成される材料やこれらに用
いられる処理機構に制限されない。例えばプロセッサは、半導体及び／又はトランジスタ
（例えば電子集積回路（ＩＣ））から構成されることがある。そのようなコンテキストに
おいて、プロセッサ実行可能命令は、電子的に実行可能な命令であってよい。
【００５１】
　コンピュータ読取可能記憶媒体９０６は、メモリ／ストレージ９１２を含むように図示
されている。メモリ／ストレージ９１２は、１つ以上のコンピュータ読取可能媒体に関連
付けられるメモリ／ストレージ機能を表す。メモリ／ストレージコンポーネント９１２は
、揮発性媒体（ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等）及び／又は非揮発性媒体（読取専
用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、光ディスク、磁気ディスク等）を含み得る。メ
モリ／ストレージコンポーネント９１２は、固定の媒体（例えばＲＡＭ、ＲＯＭ、固定の
ハードドライブ等）並びに取外し可能媒体（例えばフラッシュメモリ、取外し可能ハード
ドライブ、光ディスク等）を含むことができる。コンピュータ読取可能媒体９０６は、以
下で更に説明されるように様々な他の方法で構成されてもよい。
【００５２】
　入出力インタフェース９０８は、ユーザがコマンド及び情報をコンピューティングデバ
イス９０２に入力することを可能にし、また様々な入出力デバイスを使用して、情報をユ
ーザ及び／又は他のコンポーネント若しくはデバイスに提示することも可能にする機能を
表す。入力デバイスの例には、キーボード、カーソル制御デバイス（例えばマウス）、マ
イクロフォン、スキャナ、タッチ機能（例えば物理的な接触を検出するように構成される
容量式センサ又は他のセンサ）、カメラ（例えば赤外線周波数のような可視又は非可視の
波長を用いて、接触を伴わない動きをジェスチャとして認識し得るもの）等が含まれる。
出力デバイスの例には、ディスプレイデバイス（例えばモニタ又はプロジェクタ）、スピ
ーカ、プリンタ、ネットワークカード、触覚応答デバイス等が含まれる。したがって、コ
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ンピューティングデバイス９０２は、ユーザインタラクションをサポートするよう、以下
で更に説明されるような様々な方法で構成され得る。
【００５３】
　本明細書では、様々な技術がソフトウェア、ハードウェア要素又はプログラムモジュー
ルの一般的なコンテキストにおいて説明され得る。一般に、そのようなモジュールは、特
定のタスクを実行するか特定の抽象データ型を実装するルーチン、プログラム、オブジェ
クト、要素、コンポーネント、データ構造等を含む。本明細書で使用されるとき、「モジ
ュール」、「機能」及び「コンポーネント」という用語は、一般的に、ソフトウェア、フ
ァームウェア、ハードウェア又はこれらの組合せを表す。本明細書で説明される技術の特
徴はプラットフォーム独立であるが、これは、本技術が、様々なプロセッサを有する様々
な市販のコンピューティングプラットフォームにおいて実装され得ることを意味する。
【００５４】
　説明されるモジュール及び技術の実装は、何らかの形式のコンピュータ読取可能媒体に
格納されるか、そのコンピュータ読取可能媒体によって伝送され得る。コンピュータ読取
可能媒体は、コンピューティングデバイス９０２によってアクセスされ得る様々な媒体を
含み得る。限定ではなく例として、コンピュータ読取可能媒体は、「コンピュータ読取可
能記憶媒体」と「コンピュータ読取可能信号媒体」とを含むことがある。
【００５５】
　「コンピュータ読取可能記憶媒体」は、単なる信号伝送や、搬送波又は信号自体とは対
照的に、情報の持続的及び／又は非一時的な記憶を可能にする媒体及び／又はデバイスを
指すことができる。したがって、コンピュータ読取可能記憶媒体は非信号担持媒体を指す
。コンピュータ読取可能記憶媒体は、コンピュータ読取可能命令、データ構造、プログラ
ムモジュール、ロジック要素／回路又は他のデータのような情報の記憶に適した方法又は
技術で実装される、揮発性及び非揮発性、取外し可能及び取外し不可能の媒体及び／又は
ストレージデバイスのようなハードウェアを含む。コンピュータ読取可能記憶媒体の例に
は、これらに限られないが、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ若しくは
他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）若しくは他の光スト
レージ、ハードディスク、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージ若しくは
他の磁気ストレージデバイス、あるいは所望の情報を格納するのに適切であって、コンピ
ュータによってアクセス可能な他の記録デバイス、有形の媒体又は製品が含まれる。
【００５６】
　「コンピュータ読取可能信号媒体」は、命令を、ネットワークを介するなどしてコンピ
ューティングデバイス９０２のハードウェアに伝送するように構成される信号担持媒体を
指すことがある。信号媒体は典型的に、コンピュータ読取可能命令、データ構造、プログ
ラムモジュール又は他のデータを、搬送波、データ信号又は他の伝送機構のような変調デ
ータ信号で具現化することができる。信号媒体は、任意の情報配信媒体も含む。「変調デ
ータ信号」という用語は、情報を信号にエンコードするような方法で設定又は変更された
特性の１つ以上を有する信号を意味する。限定ではなく例として、通信媒体は、有線ネッ
トワーク又は直接有線接続のような有線媒体と、音響、RF、赤外線及び他の無線媒体のよ
うな無線媒体とを含む。
【００５７】
　上述のように、ハードウェア要素９１０及びコンピュータ読取可能媒体９０６は、説明
される技術の少なくとも一部の態様を実装するよう、例えば１つ以上の命令を実行するよ
う、一部の実施形態で用いられるハードウェアの形で実装される、モジュール、プログラ
マブルデバイスロジック及び／又は固定のデバイスロジックを表す。ハードウェアは、集
積回路若しくはオンチップシステム、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、結合プログラム可能論理回路（ＣＰＬＤ）及び
シリコン若しくは他のハードウェアにおける他の実装が含まれる。このコンテキストにお
いて、ハードウェアは、該ハードウェアによって具現化される命令及び／又はロジックに
よって定義されるプログラムタスクを実行する処理デバイス、並びに実行のために命令を
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格納するのに用いられるハードウェア、例えば前述したコンピュータ読取可能記憶媒体と
して動作することができる。
【００５８】
　上述の組合せを用いて、本明細書で説明される様々な技術を実装することもできる。し
たがって、ソフトウェア、ハードウェア又は実行可能モジュールを、何らかの形式のコン
ピュータ読取可能記憶媒体において及び／又は１つ以上のハードウェア要素９１０によっ
て具現化される１つ以上の命令及び／又はロジックとして実装してもよい。コンピューテ
ィングデバイス９０２は、ソフトウェア及び／又はハードウェアモジュールに対応する特
定の命令及び／又は機能を実装するように構成され得る。したがって、コンピューティン
グデバイス９０２によってソフトウェアとして実行可能なモジュールの実装は、少なくと
も部分的にハードウェアで、例えばコンピュータ読取可能記憶媒体及び／又は処理システ
ムのハードウェア要素９１０の使用を通して達成され得る。命令及び／又は機能は、本明
細書で説明される技術、モジュール及び実施例を実装するよう１つ以上の製品（例えば１
つ以上のコンピューティングデバイス９０２及び／又は処理システム９０４）によって実
行可能／動作可能である。
【００５９】
　図９に更に図示されるように、例示のシステム９００は、パーソナルコンピュータ（Ｐ
Ｃ）、テレビジョンデバイス及び／又はモバイルデバイス上でアプリケーションが動作す
るときに、シームレスなユーザ経験のためのユビキタスな環境を可能にする。サービス及
びアプリケーションは、アプリケーションを利用し、ビデオゲームをプレイし、ビデオを
見ている間に、１つのデバイスから次のデバイスに遷移する際の共通のユーザ経験のため
に、３つの全ての環境において実質的に同様に動作する。
【００６０】
　例示のシステム９００において、複数のデバイスは、中央コンピューティングデバイス
を通して相互に接続される。中央コンピューティングデバイスは、複数のデバイスにロー
カルであってよく、複数のデバイスからリモートに配置されてもよい。一実施形態におい
て、中央コンピューティングデバイスは、インターネット等のネットワーク又は他のデー
タ通信リンクを通して複数のデバイスに接続される、１つ以上のサーバコンピュータのク
ラウドとすることができる。
【００６１】
　一実施形態において、この相互接続アーキテクチャは、機能を複数のデバイスにわたっ
て分配して、共通のシームレスな経験を複数のデバイスのユーザに提供することを可能に
する。複数のデバイスの各々は、異なる物理的要件及び能力を有してよく、中央コンピュ
ーティングデバイスは、あるデバイスに対して適合されるが依然として全てのデバイスに
共通な経験をそのデバイスに分配することを可能にするプラットフォームを使用する。一
実施形態において、ターゲットデバイスのクラスを作成して、複数のデバイスの一般的な
クラスに対して経験を適合させる。デバイスのクラスは、物理的特徴、使用タイプ又は複
数のデバイスに共通の他の特性によって定義され得る。
【００６２】
　様々な実装において、コンピューティングデバイス９０２は、例えばコンピュータ９１
４の使用、モバイル９１６の使用及びテレビジョン９１８の使用のように、様々な異なる
構成を想定することができる。これら構成の各々は、一般に異なる構成及び能力を有する
デバイスを含み、したがって、コンピューティングデバイス９０２は、異なるデバイスク
ラスのうちの１つ以上に従って構成され得る。例えばコンピューティングデバイス９０２
は、パーソナルコンピュータ、デスクトップコンピュータ、マルチスクリーンコンピュー
タ、ラップトップコンピュータ、ネットブック等を含む、コンピュータ９１４のデバイス
クラスとして実装され得る。
【００６３】
　コンピューティングデバイス９０２は、モバイルフォン、ポータブル音楽プレイヤ、ポ
ータブルゲームデバイス、タブレットコンピュータ、マルチスクリーンコンピュータ等の
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よい。コンピューティングデバイス９０２は、カジュアルな視聴環境において、一般的に
より大きな画面を有するか、その画面に接続されるデバイスを含む、テレビジョン９１８
のデバイスクラスとして実装されてもよい。これらのデバイスは、テレビジョン、セット
トップボックス、ゲームコンソール等を含む。
【００６４】
　本明細書で説明される技術は、コンピューティングデバイス９０２のこれらの様々な構
成によってサポートされることができ、本明細書で説明される技術の具体的な例に限定さ
れない。この機能は、全て又は部分的に、分散システムの使用を通して、例えば上述のプ
ラットフォーム９２２を介して「クラウド」９２０上で実装されてもよい。
【００６５】
　クラウド９２０は、リソース９２４のためのプラットフォーム９２２を含むか、かつ／
又はプラットフォーム９２２を表す。プラットフォーム９２２は、クラウド９２０のハー
ドウェア（例えばサーバ）及びソフトウェアリソースの基礎となる機能を抽象化する。リ
ソース９２４は、コンピューティングデバイス９０２からリモートにあるサーバにおいて
コンピュータ処理が実行されている間に利用され得るアプリケーション及び／又はデータ
を含み得る。リソース９２４は、インターネット上で、かつ／又はセルラ若しくはWi-Fi
ネットワークのような加入者ネットワークを通して提供されるサービスも含むことができ
る。
【００６６】
　プラットフォーム９２２は、リソース及び機能を抽象化してコンピューティングデバイ
ス９０２を他のコンピューティングデバイスに接続することができる。プラットフォーム
９２２は、リソースのスケーリングを抽象化して、プラットフォーム９２２を介して実装
されるリソース９２４について生じる要求（encountered　demand）に対して、対応する
レベルのスケールを提供するよう機能することもできる。したがって、相互接続されるデ
バイスの実施形態では、本明細書で説明される機能の実装を、システム９００にわたって
分散させることができる。例えば機能は、部分的にコンピューティングデバイス９０２に
おいて、クラウド９２０の機能を抽象化するプラットフォーム９２２を介して実装され得
る。
【００６７】
　結論
　例示の実装を、構造的特徴及び／又は方法的動作に特有の言語で説明したが、添付の特
許請求の範囲において定義される実装は、必ずしも説明される具体的な特徴又は動作に限
定されない。むしろ、具体的な特徴及び動作は、特許請求に係る特徴を実装するための例
示の形式として開示される。
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